
平成２４年度第３４回役員会議事要旨 

 

 

日  時   平成２５年３月５日（火）１０時００分～１２時４５分 

場  所     事務局中会議室 

出 席 者     遠藤，倉知，丹羽，山口，畑中，広瀬，鹿野 

       (監事) 山森，服部 

(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ[２報告事項（８）及び３審議事項（７）の議事を除く。]) 

平井，井上，松崎，西川 

 

議  事 

１ 議事要旨の確認 

  学長から，平成２４年度第３３回（２月１９日開催）の役員会議事要旨について

確認があり，承認した。 

 

 

２ 報告事項 

（１）教員の補充について 

   学長から，教員補充の選考結果１８件（経済学部１件，大学院医学薬学研究部

（医学）９件，附属病院２件，特命教員（大学院医学薬学研究部（医学）４件，

大学院医学薬学研究部（薬学）１件，学生支援センター１件）６件）について報

告があった。 

  

（２）平成２５年度国立大学法人の予算等に関する説明会について 

   財務企画グループ長から，平成２５年度国立大学法人の予算等に関する説明会

の概要について報告があった。 

 

（３）平成２４年度国立大学法人施設整備費補助金（教育研究力強化基盤整備費）に

ついて 

   倉知理事から，平成２４年度国立大学法人施設整備費補助金（教育研究力強化

基盤整備費）の補助事業について説明があった。 

 

（４）平成２４年度国立大学法人等施設整備実施事業（４）〈当初予算（一般会計）〉

及び平成２４年度国立大学法人等施設整備実施事業〈補正予算（第１号）〉の内示

について 

   広瀬理事から，平成２４年度国立大学法人等施設整備実施事業（４）〈当初予算

（一般会計）〉及び平成２４年度国立大学法人等施設整備実施事業〈補正予算（第

１号）〉の内示について報告があった。 



 

（５）外部資金の獲得状況について 

   丹羽理事から，平成２５年２月末現在の外部資金（受託研究，共同研究，寄付

金等）の獲得状況及び富山大学基金の寄附受入状況について報告があった。 

 

（６）学生寄宿舎収支状況（平成２３年度）について 

   西川副学長から，平成２３年度における学生寄宿舎の収支状況について報告が

あった。 

 

（７）全学委員会等の報告について 

  ① 平成２４年度第８回入学試験委員会 

    山口理事から，平成２４年度第８回入学試験委員会（２月１４日開催）の議

事概要について報告があった。 

 

② 平成２４年度第５回国際戦略本部会議 

    畑中理事から，平成２４年度第５回国際戦略本部会議（ｅメール開催）の議

事概要について報告があった。 

 

（８）訴訟関係について 

   学長から，仮処分申立案件への対応について報告があった。 

 

 

３ 審議事項 

（１）平成２５年度計画（案）について 

   倉知理事及び企画評価グループ長から，文部科学省へ提出する平成２５年度計

画（案）について説明があり，了承し，関連会議に付議することとした。 

 

（２）平成２５年度予算編成方針（案）等について 

   財務企画グループ長から，本学における平成２５年度予算編成方針（案），平成

２５年度当初予算配分（案）及び平成２５年度全学的共通経費（案）について説

明があり，審議の結果，おおむね了承した。 

   なお，平成２５年度全学的共通経費で要求のあった事項のうち，学長裁量経費

での配分を予定している事項（人件費に係るものは平成２６年度以降）について

は，十分検討することとした。 

 

（３）国立大学法人富山大学ウェブサイト管理要項の一部改正について 

広瀬理事から，国立大学法人富山大学ウェブサイト管理要項の一部改正につい

て説明があり，審議の結果，承認し，本日（３月５日）から実施することとした。 



 

（４）国立大学法人富山大学ソーシャルメディアポリシー等の制定について 

広瀬理事から，国立大学法人富山大学ソーシャルメディアポリシー（案）及び

国立大学法人富山大学ソーシャルメディア運用管理要項（案）について説明があ

り，審議の結果，一部字句を修正する場合は広報担当理事に一任することで承認

し，本日（３月５日）から実施することとした。 

 

（５）人事関係諸制度の改正について 

   鹿野理事から，「国立大学法人富山大学に勤務する職員の労働時間，休暇等に関

する規則」，「国立大学法人富山大学に勤務する契約職員の労働時間，休暇等に関

する規則」及び「国立大学法人富山大学に勤務するパートタイム職員の労働時間，

休暇等に関する規則」の一部改正について説明があり，審議の結果，承認し，本

日（３月５日）から施行することとした。 

   引き続き，鹿野理事から，職員の兼業に関する規則の一部改正（案）及び役員

の兼業に関する内規の一部改正（案）について説明があり，審議の結果，了承し，

手続きを進めることとした。 

 

（６）「教育職員以外の職員の懲戒審査の手続に関する取扱い」の制定について 

   鹿野理事から，教育職員以外の職員の懲戒審査の手続に関する取扱い（案）に

ついて説明があり，審議の結果，一部字句を修正のうえ承認し，本日（３月５日）

から施行することとした。 

   なお，「教育職員以外の職員の懲戒審査の手続に関する取扱い」の制定に伴い，

「事務系職員等に対する調査等の手続に関する取扱い」は廃止することとした。 

 

（７）職員の懲戒について 

   学長から，職員の懲戒案件について説明があり，審議の結果，懲戒処分相当で

あることを確認した後，本日制定した「教育職員以外の職員の懲戒審査の手続に

関する取扱い」に基づき審査委員会を設置することとした。 

   続いて，審査委員会を３名で構成することとし，委員２名を指名し，残り１名

については第４第１項第１号委員の役員に一任することとした。 

また，人事労務グループ長から被審査者に交付する審査通知書（案）について

説明があり，審議の結果，一部字句を修正のうえ承認し，決定日付を本日とし交

付日付は決裁終了後とすることを確認した。 

 

 

         以 上 


